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議
会
訓
令

◯
秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・
議

会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
九
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
１

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
〇
・
教
育
庁

総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
一
・
高
校
教
育

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
二
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
６

◯
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
三
・
特
別
支
援
教
育
課
）
…
…
６

教
育
委
員
会
訓
令

◯
秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
三
・

教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
四
・
教
育
庁
総

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
―
三
（
現
行
の
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
７

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
７

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
10

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
10

公
安
委
員
会
規
則

１

ペ
ー
ジ

議
　
会
　
訓
　
令

教

育

委

員

会

規

則

◯
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
二
・
警
務
課
）
…
…
…
…
10

◯
秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
三
・
警
務
課
）
…
…
…
15

地
方
労
働
委
員
会
規
程

◯
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
及
び
秋
田
県
地

方
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
一
・
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

公
営
企
業
管
理
規
程

◯
秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
七
・
企
業
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
16

◯
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
八
・
企
業
局
総
務
課
）
…
…
17

秋
田
県
議
会
訓
令
第
一
号

事

務

局

一

般

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
鈴
　
木
　
洋
　
一

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
十
月
一
日
制
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
の
表
中
「
男
鹿
市
」
の
下
に
「
、
潟
上
市
」
を
加
え
、
「
、
河
辺
郡
」
を
削
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る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
男
鹿
市
」
の
下
に

「
、
潟
上
市
」
を
加
え
る
部
分
は
、
同
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
支
給
除
外
職
員
）

第
六
十
九
条

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日

（
以
下
単
に
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
、
引
き

続
き
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
と
す
る
。

一
　
第
六
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員

二
　
本
邦
外
に
あ
る
職
員
（
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
の
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
該
当
す

る
職
員
（
在
外
教
育
施
設
に
派
遣
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

（
秋
田
県
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
）

第
七
十
条

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地

手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
別
表
に
掲
げ
る
地
域
（
秋
田
県
内
の
地

域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
七
十
条
の
二
及
び
第
七
十
条
の
三
を
削
る
。

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
寒
冷
地
手
当
の
額
）

第
七
十
一
条

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
域
の

区
分
及
び
基
準
日
に
お
け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

２

第
五
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
長
期
病
休
者
」
と
い
う
。
）
の
寒
冷
地

手
当
の
額
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
か
ら
そ
の
半
額
を
減
じ
た
額
と
す

る
。

３

基
準
日
に
お
い
て
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
（
第
六
十

九
条
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
支
給
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
支
給
対
象
職
員
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
額
を
無
給
休
職
者
等
（
第
六
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
有
給
休
職
者
（
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷

地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
長
期
病
休
者
に
該
当
し
た
月
の
現
日

数
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
の
日
数

を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の

間
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

二
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間

に
、
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

三
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間

に
、
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

四
　
基
準
日
に
お
い
て
有
給
休
職
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
基
準
日
の
翌

日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項

２

地
域
の
区
分

世
　
　
　
帯
　
　
　
等
　
　
　
の
　
　
　
区
　
　
　
分

世
　
帯
　
主
　
で
　
あ
　
る
　
職
　
員

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員

扶
養
親
族
の
な
い
職
員

そ
の
他
の
職
員

地
域
の
区
分

一

級

地

二

級

地

三

級

地

四

級

地

備
考
　
こ
の
表
に
お
け
る
地
域
の
区
分
及
び
当
該
地
域
の
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
国
家
公

務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
別
表
に
規
定
す
る
地
域
の
区
分
及
び
地
域
（
秋
田

県
内
の
地
域
を
除
く
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

世
　
帯
　
主
　
で
　
あ
　
る
　
職
　
員

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員

二
六
、
三
八
〇
円

二
三
、
三
六
〇
円

二
二
、
五
四
〇
円

一
七
、
八
〇
〇
円

扶
養
親
族
の
な
い
職
員

一
四
、
五
八
〇
円

一
三
、
〇
六
〇
円

一
二
、
八
六
〇
円

一
〇
、
二
〇
〇
円

そ
の
他
の
職
員

一
〇
、
三
四
〇
円

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

七
、
三
六
〇
円



又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
が
変
更
さ
れ
た
場
合

第
七
十
一
条
の
二
か
ら
第
七
十
一
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
世
帯
主
）

第
七
十
二
条

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
及
び
前
条
第
一
項
の
表
の
世
帯
主
で
あ
る
職
員
と

は
、
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
世
帯
の
生
計
を
支
え
て
い
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。

一
　
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
を
有
す

る
者

二
　
扶
養
親
族
を
有
し
な
い
が
、
居
住
の
た
め
、
一
戸
を
構
え
て
い
る
者
又
は
下
宿
、
寮
等
の
一

部
屋
を
専
用
し
て
い
る
者

（
支
給
日
等
）

第
七
十
三
条

寒
冷
地
手
当
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
給
料
の
支
給
日

（
以
下
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
寒
冷
地
手
当
に
係
る

事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
給
日
後

に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

基
準
日
か
ら
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
支
給
対
象
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

３

基
準
日
か
ら
引
き
続
い
て
第
六
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
支

給
対
象
職
員
が
、
支
給
日
後
に
復
職
等
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を

そ
の
際
支
給
す
る
。

４

支
給
対
象
職
員
が
基
準
日
の
属
す
る
月
に
そ
の
所
属
す
る
任
命
権
者
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
は
、
支
給
日
に
支
給
対
象
職
員
が
所
属
す
る
任
命

権
者
に
お
い
て
支
給
す
る
。

「

「

別
表
第
十
三
の
三
昭
和
四
十
七
年
五
月
一
日
指
定
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

附
則
中
第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
三
の
三
の
改
正
規
定
は
、
平

成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３

河
辺
郡
雄
和
町

〃
　
　
〃

秋
田
市

〃
　

秋
田
市

〃
　

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後

の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
章
の
規
定
及
び
次
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六

年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
改
正
条
例
　
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
号
）
を
い
う
。

二
　
改
正
後
の
条
例
　
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
を
い
う
。

三
　
経
過
措
置
対
象
職
員
　
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
職
員
を

い
う
。

四
　
旧
基
準
日
　
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
旧
基
準
日
を
い
う
。

五
　
基
準
日
　
改
正
後
の
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。

４

改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
改
正
後
の
規
則
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
職

員
で
あ
る
者
と
す
る
。

５

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

る
。

一
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
適

用
を
受
け
る
職
員

二
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
五

十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三
　
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

四
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者

五
　
教
育
委
員
会
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

６

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
職
員
で
あ
っ
て
、
旧
基
準
日
以
降
の
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て

勤
務
し
て
い
た
期
間
を
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
基
準
日
（
そ
の
属
す

る
月
が
平
成
十
九
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
と

な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し

た
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
職
員
が
旧
基
準
日
以
降
の
附
則
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
第
七
十
条
に
規
定
す
る
地
域
に
在
勤
し
た
こ

と
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
を
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
み
な
し
寒
冷
地
手
当
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基
礎
額
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

８

改
正
後
の
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
並
び
に
改
正
後
の
規
則
第
七
十

一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
改
正
条
例
附
則
第
四
項
又
は
こ
の
規
則
附
則
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正

後
の
規
則
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田

県
条
例
第
八
十
号
）
附
則
第
四
項
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
附
則
第
六
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
、

」
「

を
」

「

に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

」

」

４

8
2
7

5
3
5

4
1

2
2

2
2

1
2

4
2

2
4

9
3
2

5
9
3

9
0
0

5
8
4

4
9

2
6

男
　
鹿
　
市

小
〃

中
〃

9
6

6
5

94

13

男
　
鹿
　
市

潟
　
上
　
市

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

9
6

6
5

1
2
4

6
8

9473

1332

9473

2
4

1
2

5
1

2
8

1
,0
2
4

6
5
0

94

1
1
5

7
6

1
1
5

7
6

1
4
1

7
6

3
5

2
0

1
6

1
8

8
8

4
9

昭
和
町

八
郎
潟
町

飯
田
川
町

天
王
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

3
0

1
7

1
4

1
5

7
9

4
4

211142

110111

211142

八
郎
潟
町

小
〃

中
〃

1
7

1
4

11

10

11

2
0

1
6

潟
　
上
　
市

小
〃

中
〃

1
2
4

4
4

72

31

72



「

「
を

」
「

に
、

」
「

を
」

大
潟
村

羽
城
中
学
校

組
合

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

1
4

1
0

2
4

111

101

111

1
7

1
2

2
7

大

潟
　
村

小
〃

中
〃

1
4

1
0

11

10

11

1
7

1
2

本
荘
市

小
〃

中
〃

に
改
め
る
。

」

附
　
則

「

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

「
を

」
「

に
、

」

河
辺
町

雄
和
町

本
荘
市

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

3
8

2
5

3
5

2
4

1
3
9

8
2

424283

101042

524295

4
8

2
9

4
4

2
8

1
6
0

9
2

1
3
9

8
2

83

42

95

1
6
0

9
2

男
鹿
市

小
〃

中
〃

男
鹿
市

小
〃

中
〃

9
6

6
5

94

13

94

1
1
5

7
6

男
　
鹿
　
市

潟
　
上
　
市

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

9
6

6
5

1
2
4

6
8

河
辺
町

雄
和
町

本
荘
市

9473

1332

9473

1
1
5

7
6

1
4
1

7
6

昭
和
町

八
郎
潟
町

飯
田
川
町

天
王
町

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

3
0

1
7

1
4

1
5

7
9

4
4

５
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「
を

」
「

に
、

」
「

を

６

9

211142

110111

211142

3
5

2
0

1
6

1
8

8
8

4
9

天
王
町

中小
〃

中
〃

7
9

4
4

八
郎
潟
町

小
〃

中
〃

1
7

1
4

11

10

11

2
0

1
6

10

11

2
0

1
6

大
潟
村

羽
城
中
学
校

組
合

小
〃

中
〃

小
〃

中
〃

1
4

1
0

2
4

111

101

111

1
7

1
2

2
7

大
　
潟
　
村

小
〃

中
〃

1
4

1
0

11

10

11

1
7

1
2

111

1
7

1
2

2
7

」

に
改
め
る
部
分
は
、
同
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

」

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
（一）
の
表
秋
田
県
立
秋
田
西
高
等
学
校
の
項
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
秋
田
県
立
養
護
学
校
天
王
み
ど
り
学
園
の
項
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
三
号

平成16年12月24日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

1
7

1
2 1

2
7

教

育

委

員

会

訓

令
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庁
　
中
　
一
　
般

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
四
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「
英
検
　
　
級
程
度
）

□
ワ
ー
プ
ロ
」
を
「
英
検
　
　
級
程
度
　
　
Ｔ
Ｏ
Ｅ

「
□
　
破
産
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
。

Ｉ
Ｃ
　
　
点
　
　
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
　
　
点
）
」
に
、

■
　
免
職
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

□
　
あ
　
る
　
　
□
　
な
　
い

を
「
■
　
免
職
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

□
　
あ
　
る
　
　
□
　
な
　
い
」

□
　
あ
　
る
　
　
□
　
な
　
い
」
に
改
め
る
。

附
　
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
平
成
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
―
三
（
現
行
の
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
―
三
（
現
行
の
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
―
三
（
現
行
の
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

規
則
七
―
一
〇
二
（
平
成
十
五
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最

高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
等
）

規
則
七
―
一
〇
三
（
平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

７

1
1

1
2

民
事
再
生
法

破
産

法

1
7
3

2
1
9

１１

再
生
計
画
案
の
可
決
に
よ
る
公
益

法
人
の
継
続
の
認
可

破
産
手
続
廃
止
の
申
立
て
を
し
よ

う
と
す
る
公
益
法
人
に
対
す
る
継

続
の
認
可

3
0

3
0

〃〃

〃〃

英
検
　
　
級
程
度
）
□
ワ
ー
プ
ロ
　
　
　
英
検
　
　
級
程
度
　
　
Ｔ
Ｏ
Ｅ

◯
破
産
の
宣
告
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
。

Ｉ
Ｃ
　
　
点
　
　
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
　
　
点
）

■
免
職
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

□
　
あ
　
る
　
　
□
　
な
　
い

■
免
職
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

□
　
あ
　
る
　
　
□
　
な
　
い

□
　
あ
　
る
　
　
□
　
な
　
い

人

事

委

員

会

規

則

（
６
）

（
７
）

（
６
）
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秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　

規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
の
備
考
第
二
項
中
「
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
部
局
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員

会
事
務
局
」
に
改
め
、
同
表
警
察
秋
田
警
察
署
の
項
中
「
秋
田
警
察
署
」
を
「
秋
田
中
央
警
察
署
」

に
改
め
、
同
表
警
察
秋
田
臨
港
警
察
署
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
等
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
）

第
三
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手

当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
別
表
に
掲
げ
る
地
域
（
秋
田
県
内
の
地
域

及
び
北
海
道
札
幌
市
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
寒
冷
地
手
当
の
額
）

第
四
条

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
表
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分

及
び
基
準
日
に
お
け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

８

秋
田
東
警
察
署

署
長

主
席
調
査
官

副
署
長

調
査
官

地
方
労
働
委
員
会
　
　
　
労
働
委
員
会

地
域
の
区
分

一

級

地

世
　
　
　
帯
　
　
　
等
　
　
　
の
　
　
　
区
　
　
　
分

世
　
帯
　
主
　
で
　
あ
　
る
　
職
　
員

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員

二
六
、
三
八
〇
円

扶
養
親
族
の
な
い
職
員

一
四
、
五
八
〇
円

そ
の
他
の
職
員

一
〇
、
三
四
〇
円

地
域
の
区
分

一

級

地

二

級

地

三

級

地

四

級

地

備
考
　
こ
の
表
に
お
け
る
地
域
の
区
分
及
び
当
該
地
域
の
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
国
家
公

務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
別
表
に
規
定
す
る
地
域
の
区
分
及
び
地
域
（
秋
田

県
内
の
地
域
及
び
北
海
道
札
幌
市
を
除

。
）
に

の

す

。

世
　
　
　
帯
　
　
　
等
　
　
　
の
　
　
　
区
　
　
　
分

世
　
帯
　
主
　
で
　
あ
　
る
　
職
　
員

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員

二
六
、
三
八
〇
円

二
三
、
三
六
〇
円

二
二
、
五
四
〇
円

一
七
、
八
〇
〇
円

扶
養
親
族
の
な
い
職
員

一
四
、
五
八
〇
円

一
三
、
〇
六
〇
円

一
二
、
八
六
〇
円

一
〇
、
二
〇
〇
円

そ
の
他
の
職
員

一
〇
、
三
四
〇
円

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

七
、
三
六
〇
円

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
知
事
部
局
地
方
労
働
委

員
会
事
務
局
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第

二
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
寒
冷
地
手
当
の
支
給

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
十
二
条
の
二
前
段
に
規
定
す
る
規
則
に
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
則

で
」
に
、
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
単
に
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
職
員
等
で
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員
」

を
「
職
員
（
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
表
の
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
を
除

く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
四

号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
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２

規
則
七
―
七
（
給
与
の
減
額
）
第
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
長
期
病
休

者
」
と
い
う
。
）
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
か
ら
そ

の
半
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

３

基
準
日
に
お
い
て
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
（
第
二
条

に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
支
給
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
支
給
対
象
職
員
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
額
を
無
給
休
職
者
等
（
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
有
給
休
職
者
（
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
寒

冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
長
期
病
休
者
に
該
当
し
た
月
の
現

日
数
か
ら
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
三

条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎

と
し
て
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の

間
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

二
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間

に
、
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

三
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間

に
、
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

四
　
基
準
日
に
お
い
て
有
給
休
職
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
基
準
日
の
翌

日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項

又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
が
変
更
さ
れ
た
場
合

第
五
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
十
三
条
第
二
項
の

表
及
び
前
条
第
一
項
の
表
の
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
支
給
日
等
）

第
六
条

寒
冷
地
手
当
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
規
則
七
―
一
（
給
料
等
の
支
給
）
第
二
条
に
規

定
す
る
給
料
の
支
給
日
（
以
下
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で

に
寒
冷
地
手
当
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

基
準
日
か
ら
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
支
給
対
象
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

３

基
準
日
か
ら
引
き
続
い
て
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
支
給
対

象
職
員
が
、
支
給
日
後
に
復
職
等
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の

際
支
給
す
る
。

４

支
給
対
象
職
員
が
基
準
日
の
属
す
る
月
に
そ
の
所
属
す
る
任
命
権
者
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
は
、
支
給
日
に
支
給
対
象
職
員
が
所
属
す
る
任
命

権
者
に
お
い
て
支
給
す
る
。

第
七
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
補
則
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
及
び
次
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
改
正
条
例
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六

年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
）
を
い
う
。

二
　
改
正
後
の
条
例
　
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
を
い
う
。

三
　
経
過
措
置
対
象
職
員
　
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
職
員
を

い
う
。

四
　
旧
基
準
日
　
改
正
条
例
附
則
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
旧
基
準
日
を
い
う
。

五
　
基
準
日
　
改
正
後
の
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。

４

改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
で

あ
る
者
と
す
る
。

５

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

る
。

９

一

級

地

二

級

地

三

級

地

四

級

地

備
考
　
こ
の
表
に
お
け
る
地
域
の
区
分
及
び
当
該
地
域
の
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
国
家
公

務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
別
表
に
規
定
す
る
地
域
の
区
分
及
び
地
域
（
秋
田

県
内
の
地
域
及
び
北
海
道
札
幌
市
を
除
く
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二
六

三
八
〇

二
三
、
三
六
〇
円

二
二
、
五
四
〇
円

一
七
、
八
〇
〇
円

一
四

五
八
〇

一
三
、
〇
六
〇
円

一
二
、
八
六
〇
円

一
〇
、
二
〇
〇
円

一
〇

三
四
〇

八
、
八
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

七
、
三
六
〇
円

県
内
の
地
域
及
び
北
海
道
札
幌
市
を
除
く
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九

号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
五

十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三
　
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

四
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者

五
　
人
事
委
員
会
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

６

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
職
員
で
あ
っ
て
、
旧
基
準
日
以
降
の
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て

勤
務
し
て
い
た
期
間
を
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
基
準
日
（
そ
の
属
す

る
月
が
平
成
十
九
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
と

な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し

た
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
職
員
が
旧
基
準
日
以
降
の
附
則
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
地
域
に
在
勤
し
た
こ
と

が
あ
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
を
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基

礎
額
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

８

改
正
後
の
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
並
び
に
改
正
後
の
規
則
第
四
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
改
正
条
例
附
則
第
四
項
又
は
こ
の
規
則
附
則
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の

規
則
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
職
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九

号
）
附
則
第
四
項
又
は
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
〇
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
公
布
）
附
則
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
河
辺
郡
河
辺
町
三
内
」
を
「
秋
田
市
河
辺
三
内
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会
事

務
局
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

10

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
2
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
1
6
年
1
2
月
2
4
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
１
条
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
5
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
秋
田
警
察
署
秋
田
空
港
警
備
派
出
所
の
項
中
「
河
辺
郡
雄
和
町
椿
川
字
山
籠
4
9
番

地
」
を
「
秋
田
市
雄
和
椿
川
字
山
籠
4
9
番
地
」
に
改
め
る
。

別
表
第
２
秋
田
警
察
署
河
辺
警
察
官
駐
在
所
の
項
、
秋
田
警
察
署
坂
本
警
察
官
駐
在
所
の
項
、

秋
田
警
察
署
三
内
警
察
官
駐
在
所
の
項
、
秋
田
警
察
署
雄
和
警
察
官
駐
在
所
の
項
、
秋
田
警
察
署

種
平
警
察
官
駐
在
所
の
項
及
び
秋
田
警
察
署
大
正
寺
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

公
安
委
員
会
規
則

河
辺
警
察
官
駐

在
所

秋
田
市
河
辺
北
野
田

高
屋
字
黒
沼
下
堤
下

4
6
番
地
1
5

秋
田
市
の
う
ち

河
辺
北
野
田
高
屋

河
辺
戸
島

河
辺
豊
成

河
辺
畑
谷

河
辺
松
渕

河
辺
和
田
の
う
ち
字
石
川
河
原
、
字
上
野
、

字
岡
村
、
字
金
谷
神
、
字
上
中
野
、
字
式
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11

坂
本
警
察
官
駐

在
所

三
内
警
察
官
駐

在
所

雄
和
警
察
官
駐

在
所

種
平
警
察
官
駐

在
所

秋
田
市
河
辺
和
田
字

坂
本
北
2
1
4
番
地
１

秋
田
市
河
辺
三
内
字

野
崎
1
8
番
地
1
0

秋
田
市
雄
和
妙
法
字

上
大
部
5
8
番
地
３

秋
田
市
雄
和
種
沢
字

大
沢
1
8
番
地
２

田
、
字
式
田
下
袋
、
字
下
タ
川
原
、
字
下

石
川
、
字
下
中
野
、
字
北
条
ケ
崎
、
字
松

沢
、
字
和
田

秋
田
市
の
う
ち

河
辺
赤
平

河
辺
大
沢

河
辺
大
張
野

河
辺
神
内

河
辺
高
岡

河
辺
諸
井

河
辺
和
田
の
う
ち
字
大
沢
口
、
字
小
川
向
、

字
上
石
川
、
字
坂
本
北
、
字
坂
本
南
、
字

高
屋
敷
、
字
堀
切
沢
、
字
宮
崎

秋
田
市
の
う
ち

河
辺
岩
見

河
辺
三
内

秋
田
市
の
う
ち

雄
和
相
川

雄
和
石
田

雄
和
芝
野
新
田

雄
和
下
黒
瀬

雄
和
田
草
川

雄
和
椿
川

雄
和
戸
賀
沢

雄
和
平
沢

雄
和
妙
法

雄
和
女
米
木

秋
田
市
の
う
ち

雄
和
左
手
子

雄
和
種
沢

雄
和
平
尾
鳥

第
２
条
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
２
項
の
表
警
務
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

第
1
6
条
第
１
項
の
表
中

「

を

」

大
正
寺
警
察
官

駐
在
所

秋
田
市
雄
和
新
波
字

樋
口
6
0
番
地

秋
田
市
の
う
ち

雄
和
新
波

雄
和
碇
田

雄
和
萱
ケ
沢

雄
和
神
ケ
村

雄
和
□

雄
和
向
野

警
　
　
務
　
　
課
犯
罪
被
害
者
対
策
室

警
　
務
　
課

置
準
備
室
の
事
務
を
掌
理
し
、

室
の
事
務
を
掌
理
し
、
室
の
職

関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す

秋
田
東
警
察

署
設
置
準
備

室
　
　
　
長

犯
罪
被
害
者

対
策
室
長

企
　
画
　
官

命
を
受
け
、
秋
田
東
警
察
署
設

室
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

命
を
受
け
、
犯
罪
被
害
者
対
策

員
を
指
揮
監
督
す
る
。

命
を
受
け
、
警
察
運
営
一
般
に

る
事
務
を
掌
理
す
る
。

警
　
務
　
課

犯
罪
被
害
者

対
策
室
長

企
　
画
　
官

命
を
受
け
、
犯
罪

員
を
指
揮
監
督
す
る

命
を
受
け
、
警
察

る
事
務
を
掌
理
す
る
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大
町
交
番

□
山
交
番

秋
田
市
大
町
三
丁
目

１
番
７
号

秋
田
市
□
山
南
中
町

１
番
2
1
号

泉
の
う
ち
字
登
木

泉
北
一
丁
目
～
四
丁
目

泉
菅
野
一
丁
目
・
二
丁
目

泉
中
央
一
丁
目
～
六
丁
目

泉
南
一
丁
目
～
三
丁
目

秋
田
市
の
う
ち

大
町
一
丁
目
～
六
丁
目

旭
北
栄
町

旭
北
寺
町

旭
北
錦
町

保
戸
野
金
砂
町

保
戸
野
桜
町

保
戸
野
す
わ
町

保
戸
野
通
町

保
戸
野
中
町

保
戸
野
八
丁

保
戸
野
原
の
町

秋
田
市
の
う
ち

□
山
の
う
ち
字
寺
小
路

■
山
愛
宕
下

■
山
大
元
町

■
山
共
和
町

■
山
金
照
町

■
山
佐
竹
町

■
山
城
南
町

■
山
城
南
新
町

■
山
登
町

■
山
古
川
新
町

■
山
本
町

■
山
南
新
町
上
丁

■
山
南
新
町
下
丁

■
山
南
中
町

南
通
亀
の
町

南
通
築
地

に
改
め
る
。

」

別
表
第
１
秋
田
臨
港
警
察
署
将
軍
野
交
番
の
項
中
「
八
橋
の
う
ち
字
イ
サ
ノ
」
を
削
り
、
同
表

「
泉
の
う
ち
字
登
木

秋
田
臨
港
警
察
署
外
旭
川
交
番
の
項
中
　
泉
菅
野
一
丁
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表

泉
菅
野
二
丁
目
の
う
ち
１
番
～
９
番
」

秋
田
臨
港
警
察
署
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

秋
　
田

中
　
央

警
察
署

秋
田
駅
前
交
番

幸
町
交
番

秋
田
市
中
通
七
丁
目

１
番
２
号

秋
田
市
高
陽
幸
町
1
4

番
3
3
号

秋
田
市
の
う
ち

千
秋
北
の
丸

千
秋
久
保
田
町

千
秋
公
園

千
秋
城
下
町

千
秋
中
島
町

千
秋
明
徳
町

千
秋
矢
留
町

中
通
一
丁
目
～
七
丁
目

秋
田
市
の
う
ち

高
陽
青
柳
町

高
陽
幸
町

保
戸
野
千
代
田
町

保
戸
野
鉄
砲
町

八
橋
の
う
ち
字
イ
サ
ノ

八
橋
イ
サ
ノ
一
丁
目
・
二
丁
目

八
橋
大
沼
町

八
橋
大
畑
一
丁
目
・
二
丁
目

八
橋
新
川
向

八
橋
田
五
郎
一
丁
目
・
二
丁
目

八
橋
鯲
沼
町

八
橋
三
和
町

被
害
者
対
策
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
室
の
職

。運
営
一
般
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す

。
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牛
島
交
番

山
王
交
番

秋
田
市
牛
島
東
六
丁

目
１
番
3
1
号

秋
田
市
山
王
中
島
町

1
0
番
2
3
号

南
通
み
そ
の
町

南
通
宮
田

秋
田
市
の
う
ち

牛
島
の
う
ち
字
東
潟
敷

牛
島
西
一
丁
目
～
四
丁
目

牛
島
東
一
丁
目
～
七
丁
目

牛
島
南
一
丁
目
・
二
丁
目

大
住
一
丁
目
～
四
丁
目

仁
井
田
の
う
ち
字
潟
中
島

仁
井
田
潟
中
町

仁
井
田
栄
町

仁
井
田
蕗
見
町

仁
井
田
福
島
一
丁
目
・
二
丁
目

仁
井
田
二
ツ
屋
一
丁
目
・
二
丁
目

仁
井
田
緑
町

秋
田
市
の
う
ち

山
王
一
丁
目
～
七
丁
目

山
王
新
町

山
王
中
島
町

山
王
中
園
町

山
王
沼
田
町

山
王
臨
海
町

八
橋
の
う
ち
字
下
八
橋

八
橋
運
動
公
園

八
橋
大
道
東

八
橋
本
町
一
丁
目
～
六
丁
目

八
橋
南
一
丁
目
・
二
丁
目

川
尻
大
川
町

川
尻
御
休
町

川
尻
町
の
う
ち
字
大
川
反
、
字
中
島

川
尻
み
よ
し
町

川
尻
若
葉
町

茨
島
交
番

新
屋
交
番

勝
平
交
番

秋
田
市
茨
島
一
丁
目

１
番
３
号

秋
田
市
新
屋
扇
町
２

番
3
0
号

秋
田
市
新
屋
船
場
町

秋
田
市
の
う
ち

卸
町
一
丁
目
～
五
丁
目

川
尻
上
野
町

川
尻
新
川
町

川
尻
総
社
町

川
元
小
川
町

川
元
開
和
町

川
元
松
丘
町

川
元
む
つ
み
町

川
元
山
下
町

旭
南
一
丁
目
～
三
丁
目

□
山
川
口
境

茨
島
一
丁
目
～
七
丁
目

秋
田
市
の
う
ち

新
屋
扇
町

新
屋
大
川
町

新
屋
沖
田
町

新
屋
表
町

新
屋
栗
田
町

新
屋
渋
谷
町

新
屋
高
美
町

新
屋
田
尻
沢
中
町

新
屋
田
尻
沢
西
町

新
屋
田
尻
沢
東
町

新
屋
鳥
木
町

新
屋
比
内
町

新
屋
日
吉
町

新
屋
前
野
町

新
屋
町
の
う
ち
字
渋
谷
地
、
字
清

水
出
脇
、
字
新
町
後
、
字
関
町

後
、
字
田
尻
沢

新
屋
元
町

秋
田
市
の
う
ち
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別
表
第
１
秋
田
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

秋
田
東

警
察
署

城
東
交
番

手
形
交
番

秋
田
市
広
面
字
樋
ノ

沖
9
4
番
地
９

秋
田
市
手
形
住
吉
町

４
番
2
0
号

秋
田
市
の
う
ち

大
平
台
一
丁
目
～
四
丁
目

桜
一
丁
目
～
四
丁
目

桜
ガ
丘
一
丁
目
～
五
丁
目

桜
台
一
丁
目
～
三
丁
目

下
北
手
黒
川

下
北
手
桜

下
北
手
寒
川

下
北
手
宝
川

下
北
手
通
沢

下
北
手
梨
平

下
北
手
松
崎

下
北
手
柳
館

□
山
の
う
ち
字
石
塚
谷
地
、
字
太

田
沢

■
山
石
塚
町

■
山
太
田
町

東
通
一
丁
目
～
八
丁
目

東
通
観
音
前

東
通
館
ノ
越

東
通
仲
町

東
通
明
田

広
面

柳
田

横
森
一
丁
目
～
五
丁
目

秋
田
市
の
う
ち

手
形
の
う
ち
字
大
沢
、字
大
松
沢
、

字
十
七
流
、
字
中
谷
地
、
字
西

谷
地
、
字
蛇
野
、
字
山
崎

手
形
学
園
町

手
形
か
ら
み
で
ん

手
形
休
下
町

仁
井
田
交
番

６
番
4
4
号

秋
田
市
仁
井
田
本
町

五
丁
目
３
番
８
号

新
屋
朝
日
町

新
屋
勝
平
台

新
屋
勝
平
町

新
屋
北
浜
町

新
屋
寿
町

新
屋
下
川
原
町

新
屋
天
秤
野

新
屋
船
場
町

新
屋
町
の
う
ち
字
砂
奴
寄
、
字
下

川
原
、
字
天
秤
野
、
字
割
山

新
屋
松
美
ガ
丘
北
町

新
屋
松
美
ガ
丘
東
町

新
屋
松
美
ガ
丘
南
町

新
屋
松
美
町

新
屋
南
浜
町

新
屋
豊
町

新
屋
割
山
町

向
浜
一
丁
目
・
二
丁
目

秋
田
市
の
う
ち

御
野
場
一
丁
目
～
八
丁
目

御
野
場
新
町
一
丁
目
～
五
丁
目

仁
井
田
の
う
ち
字
大
野
、
字
粕
谷

道
、
字
上
新
田
、
字
川
久
保
、

字
切
上
、
字
小
中
島
、
字
下
新

田
、
字
新
中
島
、
字
塚
廻
（
う

ち
１
番
か
ら
134番

１
ま
で
を
除

く
。）、
字
中
新
田
、
字
中
谷
地
、

字
仲
谷
地
、
字
西
潟
敷
、
字
古

川
向
、
字
柳
林
、
字
□
渮
溜
、

字
横
山

仁
井
田
小
中
島

仁
井
田
新
田
一
丁
目
～
三
丁
目

仁
井
田
本
町
一
丁
目
～
六
丁
目

仁
井
田
目
長
田
一
丁
目
～
三
丁
目
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秋
田
空
港
警
備

派
出
所

秋
田
市
雄
和
椿
川
字

山
籠
4
9
番
地

手
形
新
栄
町

手
形
山
崎
町

手
形
住
吉
町

手
形
田
中

手
形
山
北
町

手
形
山
中
町

手
形
山
西
町

手
形
山
東
町

手
形
山
南
町

蛇
野

別
表
第
２
秋
田
臨
港
警
察
署
寺
内
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
寺
内
油
田
二
丁
目
・
三
丁
目
」
を

「
寺
内
の
う
ち
字
蛭
根
の
う
ち
市
道
臨
海
秋
操
線
の
南
側
　
　
　
「
寺
内
堂
ノ
沢
一
丁
目
の
う
ち

に
、

寺
内
油
田
一
丁
目
～
三
丁
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

寺
内
堂
ノ
沢
二
丁
目
・
三
丁

８
番
～
1
5
番
を
「
寺
内
堂
ノ
沢
一
丁
目
～
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
臨
港
警
察
署
の
項
の

目
　
　
　
　
」

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

秋
　
田

中
　
央

警
察
署

浜
田
警
察
官
駐

在
所

豊
岩
警
察
官
駐

在
所

下
浜
警
察
官
駐

在
所

秋
田
市
浜
田
字
自
在

山
8
8
番
地

秋
田
市
豊
岩
豊
巻
字

大
日
沢
5
5
番
地

秋
田
市
下
浜
長
浜
字

長
坂
1
5
9
番
地
３

秋
田
市
の
う
ち

浜
田

秋
田
市
の
う
ち

豊
岩
石
田
坂

豊
岩
小
山

豊
岩
豊
巻

秋
田
市
の
う
ち

下
浜
桂
根

下
浜
長
浜

下
浜
□
田

下
浜
八
田

下
浜
羽
川

下
浜
名
ケ
沢

「
上
北
手
百
崎

別
表
第
２
秋
田
警
察
署
上
北
手
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
上
北
手
百
崎
」
を
仁
井
田
の
う
ち

字
沖
谷
地
、
字
刈
切
、
字
桑
谷
地
、
字
五
十
五
枚
、
字
塚
廻
（
１
番
か
ら
1
3
4
番
１
ま
で
に
限

に
改
め
、
同
表
秋
田
警
察
署
浜
田
警
察
官
駐
在
所
の
項
、
秋
田
警
察
署
豊
岩
警
察
官
駐

る
。
）
」

在
所
の
項
及
び
秋
田
警
察
署
下
浜
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
秋
田
警
察
署
」
を

「
秋
田
東
警
察
署
」
に
改
め
る
。

別
表
第
３
秋
田
臨
港
警
察
署
の
項
中
「
向
浜
一
丁
目
・
二
丁
目
」
を
削
る
。

附
　
則

１
こ
の
規
則
は
、
平
成
1
7
年
２
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
条
の
規
定
は
、
同
年
１

月
1
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
秋
田
警
察
署
に
勤
務
す
る
職
員
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い

と
き
は
、
秋
田
中
央
警
察
署
に
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
3
号

秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
1
6
年
1
2
月
2
4
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明

秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
3
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

秋
田
県
秋
田
警
察
署
協
議
会

1
4
人

秋秋

秋
田
県
秋
田
中
央
警
察
署
協
議
会

秋
田
県
秋
田
東
警
察
署
協
議
会

８
人

６
人



平成16年12月24日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
規
程
第
一
号

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
及
び
秋
田
県
地
方
労

働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
阿
　
部
　
讓
　
二

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
及
び
秋
田
県
地
　

方
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十

二
年
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
課
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会

事
務
局
審
査
課
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
、
「
、
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に

改
め
る
。

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員

会
会
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
、

「
、
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
改

め
る
。

（
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

16

こ
の
規
則
は
、
平
成
1
7
年
２
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
方
労
働
委
員
会
規
程

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
　
、
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
　
　
　
、
秋
田
県
労
働
委
員
会

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働
委
員

会
会
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長

「
、
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
　
　
　
、
秋
田
県
労
働
委
員
会

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
、
「
、
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め

る
。様

式
第
九
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
改
め

る
。様

式
第
十
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
、

「
、
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働

委
員
会
会
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
四
号
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を
「
秋
田
県
労
働

委
員
会
会
長
」
に
、
「
、
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
」
を

「
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関

す
る
規
程
及
び
秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
に
定
め

る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
　
根
津
谷
　
禮
　
蔵

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
第
十
五

号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
見
出
し
中
「
で
き
る
契
約
」
の
下
に
「
の
金
額
」
を
加
え
、
同
条
中
「
自
治
令
第
百

六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
」
を
「
令
第

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田

県
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
　
、
地
方
労
働
委
員
会
　
　
　
、
秋
田
県
労
働
委
員
会

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長

、
地
方
労
働
委
員
会
　
　
　
、
秋
田
県
労
働
委
員
会

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働

委
員
会
会
長

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長
　
　
　
秋
田
県
労
働

委
員
会
会
長
　
　
　
　
、
地
方
労
働
委
員
会
　
　
　
、
秋
田
県
労
働
委
員
会

秋
田
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長

秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長

公

営

企

業

管

理

規

程
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二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
規
程
で
定
め
る
額
」
に
改
め
、
「
を
超
え
な
い

契
約
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
　
根
津
谷
　
禮
　
蔵

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
寒
冷
地
手
当
）

第
二
十
条

条
例
第
十
二
条
の
管
理
者
が
定
め
る
職
員
は
、
同
条
に
規
定
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
と
す
る
。

一
　
無
給
休
職
者
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
職
員
の
休
職
の
事
由
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の

う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う
。
）

二
　
刑
事
休
職
者
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を

い
う
。
）

三
　
停
職
者
（
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
を
い
う
。
）

四
　
専
従
休
職
者
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
る
職
員
を
い
う
。
）

五
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員

六
　
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
四

号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員

七
　
本
邦
外
に
あ
る
職
員
（
次
項
の
表
の
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。
）

２

寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
基
準
日
に
お
け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

17

３

前
項
の
表
の
世
帯
主
で
あ
る
職
員
と
は
、
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
世
帯
の
生
計
を
支
え

て
い
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
　
扶
養
親
族
（
条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
有
す
る
者

二
　
扶
養
親
族
を
有
し
な
い
が
、
居
住
の
た
め
、
一
戸
を
構
え
て
い
る
者
又
は
下
宿
、
寮
等
の
一

部
屋
を
専
用
し
て
い
る
者

４

勤
務
時
間
規
程
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
気
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
で
あ

つ
て
、
当
該
病
気
休
暇
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
（
別
表
第
七
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
百
七
十
日
、
同
表
第
四
号
に
掲
げ
る

事
由
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
年
）
を
超
え
て
引
き
続
き
勤
務
し
な
い
も
の
（
以
下
「
長
期
病

休
者
」
と
い
う
。
）
の
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
額
か
ら
そ
の
半
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

５

基
準
日
に
お
い
て
秋
田
県
に
在
勤
す
る
職
員
（
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
支

給
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
支
給
対
象
職
員
の

寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
を

無
給
休
職
者
等
（
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

有
給
休
職
者
（
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
長
期
病
休
者
に
該
当
し
た
月
の
現
日
数
か
ら
勤
務
時

間
規
程
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
の
日
数
を

差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の

間
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

二
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間

に
、
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

世
　
　
　
帯
　
　
　
等
　
　
　
の
　
　
　
区
　
　
　
分

世
　
帯
　
主
　
で
　
あ
　
る
　
職
　
員

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員

扶
養
親
族
の
な
い
職
員

一
七
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
二
〇
〇
円

七
、
三
六
〇
円

そ
の
他
の
職
員
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三
　
基
準
日
に
お
い
て
無
給
休
職
者
等
、
有
給
休
職
者
又
は
長
期
病
休
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間

に
、
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合

四
　
基
準
日
に
お
い
て
有
給
休
職
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
基
準
日
の
翌

日
か
ら
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
が
変
更
さ
れ
た
場
合

６

寒
冷
地
手
当
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
給
料
の
支
給
日
（
以
下
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に

支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
寒
冷
地
手
当
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、

支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

基
準
日
か
ら
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
支
給
対
象
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

８

基
準
日
か
ら
引
き
続
い
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
支
給
対

象
職
員
が
、
支
給
日
後
に
復
職
等
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の

際
支
給
す
る
。

９

支
給
対
象
職
員
が
基
準
日
の
属
す
る
月
に
そ
の
所
属
す
る
任
命
権
者
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
は
、
支
給
日
に
所
属
す
る
任
命
権
者
に
お
い
て
支

給
す
る
。

10

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
寒
冷
地
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
一
般
職
員

の
例
に
よ
る
。

第
二
十
二
条
第
五
項
中
「
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中

「
第
五
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
七
（
第
二
十
条
関
係
）

一
　
脳
血
管
疾
患
、
悪
性
新
生
物
、
心
疾
患
そ
の
他
成
人
病
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
　
精
神
科
疾
患
及
び
原
因
不
明
の
疾
病

三
　
交
通
災
害
に
よ
る
長
期
治
療
を
要
す
る
傷
害
（
職
員
の
重
大
な
過
失
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
を
除
く
。
）

四
　
結
核
性
疾
患

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
規
定
及
び
次
項
か
ら
附
則

第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
項
か
ら
附
則
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
条
例
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条

例
第
五
十
一
号
）
を
い
う
。

二
　
改
正
前
の
規
程
　
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
を
い

う
。

三
　
改
正
後
の
規
程
　
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
を
い

う
。

四
　
経
過
措
置
対
象
職
員
　
平
成
十
六
年
十
月
八
日
（
以
下
「
旧
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
引

き
続
き
秋
田
県
に
在
勤
す
る
職
員
（
条
例
第
十
三
条
の
七
又
は
第
十
三
条
の
八
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
い
う
。

五
　
基
準
世
帯
等
区
分
　
経
過
措
置
対
象
職
員
の
旧
基
準
日
以
降
に
お
け
る
世
帯
等
の
区
分
（
改

正
前
の
規
程
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
世
帯
等
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

ち
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
基
準
額
が
最
も
少
な
く
な
る
世
帯

等
の
区
分
を
い
う
。

六
　
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額
　
経
過
措
置
対
象
職
員
に
つ
き
、
改
正
後
の
規
程
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
単
に
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
そ
の
基
準
世
帯
等

区
分
を
そ
の
世
帯
等
の
区
分
と
み
な
し
て
改
正
前
の
規
程
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
五
で
除
し
て
得
た
額
を
い

う
。

４

基
準
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
九
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
経
過
措
置

対
象
職
員
で
あ
る
者
（
改
正
後
の
規
程
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
で
あ
る
者
を
除

く
。
）
に
対
し
て
は
、
み
な
し
寒
冷
地
手
当
基
礎
額
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属

す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
（
以
下
「
特
例
支
給
額
」
と
い

う
。
）
が
、
そ
の
者
に
つ
き
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷

地
手
当
の
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
支
給
額
の
寒

冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

５

改
正
後
の
規
程
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
程
第
二
十
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
秋
田
県
企
業

18

平
成
十
六
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

平
成
十
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で

平
成
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で

六
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
四
、
〇
〇
〇
円
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局
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

八
号
）
附
則
第
四
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
、
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
秋
田
県
企
業
局
企

業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
附
則
第
四
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附

則
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
た
者
が
旧
基
準
日
の
翌
日
以
降
に
引
き
続
き
新

た
に
職
員
と
な
り
秋
田
県
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
任
用
の
事
情
、
旧
基
準

日
か
ら
当
該
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
勤
務
地
等
を
考
慮
し
て
前

項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
基
準
日
に
お
い
て
当
該
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
改
正
後

の
規
程
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
り
、
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す

る
。

一
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
適

用
を
受
け
る
職
員

二
　
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九

号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

三
　
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

四
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者

五
　
管
理
者
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　

誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正

平
成
八
年
三
月
二
十
九
日
（
号
外
第
一
号
）
公
布
秋
田
県
条
例
第
十
二
号
（
秋
田
県
歯
科
衛
生
士

修
学
資
金
貸
与
条
例
）

（
原
稿
誤
り
）

二
五

上
　
　
終
り
か
　
修
業
資
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
学
資
金

ら
八

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日
（
号
外
第
一
号
）
公
布
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
（
秋
田
県

立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

（
原
稿
誤
り
）

一
　
　
　
上
　
　
終
り
か
　
南
秋
田
郡
天
王
町
　
　
　
　
　
　
南
秋
田
郡
天
王
町
天
王

ら
二

19

正
　
　
　
　
　
　
誤
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